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同　意　書

物価高騰対策DX推進事業費補助金(デジタルツール導入事業)を申請するにあたり、当社は下記の内容に同意します。この同意に反したことにより、当方が不利益を被ることになっても、異議は一切申し立てません。

記
※チェック欄（誓約の場合、□にチェックを入れてください。）
１．申請資格および対象経費の確認について（申請前）
□　申請要件を満たしており、募集要領に記載の「補助対象者」に該当します。
□　申請内容にパソコンや汎用性の高い機器購入費用が補助申請に含まれていない、
もしくは申請事業の業務目的のみに使用します。
□　ソフトウェアライセンス料等の年会費は、補助事業期間の部分のみの計上とします。
２．適正な事業実施と計画変更について（事業中）
□　申請内容に虚偽や不正はありません。
対象要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、補助金を返還します。
□　補助金申請時の計画と変更が発生しないようにします。
※大きな内容の変更は不可。軽微な変更が生じた場合は変更申請を提出します。
３．支払方法と手数料の負担について（支払時）
□　事業終了時の提出書類に支出証拠書類に銀行口座の写しを添付します。
※いかなる理由があっても事業期間内に支払いを完了するものとします。
□　口座振込手数料は、補助申請者の負担とします。
※商慣習による値引きがあっても、振込手数料分に補助金は充当できません。
この場合、当該振込手数料分は減額されます。
４．実績報告と財産の管理について（完了後）
□　事例集は様式どおりに作成し、効果等を定量的に記載します。
□　1品（件）当たり50万円以上の機器等の購入がある場合は、財産管理台帳を整備することとし、当該機器等には補助金購入したことの明示をします。
※機器等の処分をする場合は、必ず事前に協会に相談するものとします。
以上

